
１　定義

次の①～⑤を全て満たす者

②

③

④

２　新規常用雇用者として計上できる期間

＜例＞

～ ～

＜例＞

～ ～

【留意事項】

認定申請日 交付申請日
※着工30日前まで ※取得の翌年1月 ※取得の翌年4月以降 ※操業後1年6月以内

　・交付申請時点ですでに退職されている方は、新規常用雇用者には含まれません。

工事着工日 工事完了日 操業開始日

R4.11.1 R4.12.1 R5.10.31 R5.11.1 R6.1 R6.4 R7.4.30

　・補助金交付申請時には、下記の２つの書類が必要です。
　　①「健康保険・厚生年金保険資格取得および標準報酬決定通知書」の写し
　　②「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」の写し

償却資産申告

R6.1 R6.4 R7.4.30

（２）増設の場合

工事着工日

R3.12.1 R4.11.1 R4.12.1 R5.10.31 R5.11.1

工事完了日 操業開始日

家屋の固定資産評価証明書

⑤

　次のいずれかに該当する者
　　イ　雇用期間の定めのない雇用者
　　ロ  一定期間（１月、５月等）を定めて雇用される者であって、
　　　　その雇用期間が反復更新されて事実上イと同様の状態にあると認められる者
　　ハ  日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されて事実上イと同様の
　　　　状態にあると認められる者

（１）新設の場合

立地決定日 認定申請日 償却資産申告 家屋の固定資産評価証明書 交付申請日
※着工30日前まで ※取得の翌年1月 ※取得の翌年4月以降 ※操業後1年6月以内

　雇用保険法の被保険者

新規常用雇用者の定義（新立地、新物流、大型）

①

　新設又は増設工場等で従事するために、立地決定日（立地協定日。立地協定がない場合は土
地売買契約日等）以降に雇用され、岡山県内に住所を有している者。
　または、新設又は増設工場等で従事するために、岡山県内の市町村の区域内に新たに住所を
定めた者（県外からの転勤者）

　健康保険法の被保険者

　厚生年金保険法の被保険者

★配置換え等の補充のための新規雇用者の取り扱い

交付申請期間(実質)

交付申請期間(実質)※家屋なし

交付申請期間(実質) ※家屋あり


